
課程 修士、専門職、博士

支給月額 給付　3万円

支給期間 1年間　※1年後の再申請可

対象研究科 指定なし

対象学年 1年　※法曹養成専攻既習2年を含む

出願条件 【修士、専門職】2026年3月末において25歳以下であること。

【博士】2026年3月末において28歳以下であること。

住民票住所と現住所が一致していること。

※引越し等をする場合には4月中旬までに住民票を移していること。

6月下旬に実施予定の財団による面接に必ず出席できること。

8月5日に開催予定の奨学生交流会に必ず参加できること。

将来、社会に貢献できる有用な活動を目指す者。

奨学金を自分の将来の成長のために有用に活用できる者。

指導教員の推薦書 要　※内部選考を通過した場合のみ

奨学生の義務 年1回の奨学生交流会への出席

申込について https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_02_01.html

上記URLから「内部選考出願のしおり」をご確認ください。

他奨学会との重複 原則不可　※貸与奨学金と授業料免除は可　

※他奨学金との併給については、奨学金給付額の合計が一般常識を超える場合は不可。

一般常識の範囲は、年間の授業料及び諸経費を基に判断されます。

推薦人数 1人

申込締切 4月6日(月)17時

問合せ先 本部奨学厚生課民間奨学金担当(学籍番号と氏名を明記の上お問合せください。)

syougaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

奨学会名 公益財団法人　エフテック奨学財団

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_02_01.html
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